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2)  除外疾患に該当する場合、その適用項目 

除外疾患に該当する場合、その適用項目についてみると、「難病患者リハビリテーション

料に規定する患者」(34.5%)が も多く、次いで「障害児(者)リハビリテーション料に規定

する患者」(20.0%)となっている。 

 

図表 6.6-6 除外疾患に該当する場合の適用項目 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

障害児（者）リハビリテーション料に規定する患者

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する疾患

高次脳機能障害

重度の頸髄損傷

頭部外傷および多部位外傷

失語症、失認および失行症

無回答

 

 

(4)  算定対象疾患以外の疾患・障害 

1)  算定対象疾患以外の疾患・障害の有無 

算定対象疾患以外の疾患・障害の有無についてみると、29.8％が「有」としている。 

 

図表 6.6-7 算定対象疾患以外の疾患・障害の有無 
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2)  該当する場合、その疾患・障害（複数回答） 

 算定対象疾患以外の疾患･障害を有する場合、その疾患･障害についてみると、「運動器リ

ハビリテーション料の算定対象疾患に該当」(70.7%)が も多く、次いで「脳血管疾患等リ

ハビリテーション料の算定対象疾患に該当」(33.0%)となっている。 

 

 

 

 


